
　

今
年
六
月
十
九
日
の
タ
ク
シ
ー

の
規
制
緩
和
か
ら
規
制
強
化
へ
の

転
換
の
第
一
歩
と
な
る
画
期
的

な
法
律
、
タ
ク
シ
ー
規
制
強
化

法
が
全
会
一
致
で
成
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し
ま
し

た
。

　

タ
ク
シ
ー
業
界
関
係
者

・
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働
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ら
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運
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を
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の
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乗客、乗務員の安全・サービス向上へ
タクシーの規制強化

　

今
年
六
月
十
九
日
の
タ
ク
シ
ー

の
規
制
緩
和
か
ら
規
制
強
化
へ
の

転
換
の
第
一
歩
と
な
る
画
期
的

な
法
律
、
タ
ク
シ
ー
規
制
強
化

法
が
全
会
一
致
で
成
立
し
ま
し

た
。

　

タ
ク
シ
ー
業
界
関
係
者

・
労
働

者
ら
の
運
動
と
日
本
共
産
党
の
共

同
が
実
を
結
ん
だ
も
の
で
す
。

　

政
府
の
規
制
緩
和
政
策

で
、
タ
ク
シ
ー
が
供
給
過

剰
に
な
り
、
運
転
者
の
平

均
賃
金
は
年
三
百
万
円
以

下
に
低
下
。
さ
ら
に
、
長

時
間
労
働
に
よ
る
過
労
運

転
な
ど
で
事
故
が
多
発
し
、

交
通
の
安
全
が
脅
か
さ
れ

る
事
態
に
。
タ
ク
シ
ー
労

働
者
や
国
民
か
ら
規
制
強

化
を
求
め
る
声
が
高
ま
っ

て
い
ま
し
た
。

　

政
府
が
二
月
に
提
出
し

た
法
案
は
、
規
制
強
化
の

方
向
性
を
あ
る
程
度
盛
り

込
ん
で
い
ま
し
た
が
、
規

制
緩
和
＝
需
給
調
整
撤
廃

へ
の
反
省
を
ふ
ま
え
ず
、

需
給
調
整
の
実
施
や
低
運

賃
競
争
へ
の
規
制
が
な
い

不
十
分
な
内
容
で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
日
本
共

産
党
な
ど
野
党
四
党
は
五

月
十
二
日
、
▽
需
給
調
整
の

実
施
▽
安
全
を
お
び
や
か

す
低
運
賃
競
争
に
歯
止
め

を
か
け
、
同
一
地
域
同
一

運
賃
を
め
ざ
す
な
ど
を
柱

に
し
た
対
案
を
共
同
で
提

出
。
日
本
共
産
党
の
こ
く

た
恵
二
衆
院
議
員
（
当
時
）

が
提
案
者
に
。

政
治
の
責
任
、

　
　

反
省
す
べ
き

　

提
案
者
と
し
て
、
こ
く

た
氏
は
「
政
治
の
責
任
は

重
大
で
反
省
が
必
要
だ
」

と
主
張
。
衆
院
委
員
会
で
、

「
（
規
制
緩
和
で
）
結
果
と

し
て
、
安
全
が
損
な
わ
れ

て
人
の
命
が
失
わ
れ
、
労

働
者
が
路
頭
に
迷
う
事
態

が
生
ま
れ
た
」
「
市
場
任
せ

に
し
た
こ
と
が
サ
ー
ビ
ス

向
上
に
つ
な
が
ら
な
か
っ

た
根
本
を
反
省
す
る
必
要

が
あ
る
」
と
力
説
。

　

そ
の
後
、
与
野
党
が
規

制
強
化
で
一
致
し
、
野
党

案
を
政
府
案
に
取
り
入
れ
、

共
同
修
正
が
実
現
し
ま
し

た
。

埼玉／タクシー労働者から切実な状況を聞いた懇談
　　　　（写真正面 ・塩川前衆院議員、7 月 26 日）

日本共産党と労働者の共同の力が

　　　　　　　　　　流れ変えた

過
労
運
転
な
ど
で
事
故
多
発



タクシーの役割重視・運転手の労働条件の改善へ

こ
れ
ま
で

規
制
緩
和
は
誤
り
と
主
張

　

タ
ク
シ
ー
の
規
制

緩
和
を
決
め
、
交
通

の
安
全
を
破
壊
し
た

の
は
、
二
〇
〇
〇
年

の
道
路
運
送
法
改
悪

（
〇
二
年
施
行
）
で

し
た
。
「
（
規
制
緩
和

は
）
事
業
活
性
化
に

つ
な
が
る
」
（
二
階

俊

博

運

輸

相
＝
当

時
）
と
、
自
民
党
・

公
明
・
保
守
・
民
主
・

自
由
の
各
党
が
賛

成
。
反
対
し
た
の
は

日
本
共
産
党
と
社
民

党
だ
け
で
し
た
。

　

当
時
、
日
本
共
産

党
の
宮
本
た
け
し
参

院
議
員
は
「
法
『
改

正
』
に
よ
り
、
供
給

過
剰
で
、
労
働
者
の

長
時
間
過
労
運
転
、

低
収
入
な
ど
直
接
影

響
を
与
え
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
結
果
、

利
用
者
、
国
民
に
安

全
、
サ
ー
ビ
ス
上
、

多
大
な
問
題
が
生
じ

る
」
と
き
び
し
く
批

判
。

　

タ
ク
シ
ー
の
規
制

強
化
を
求
め
、
運
動

し
て
き
た
自
交
総
連

の
菊
池
和
彦
書
記
局

次
長
は
「
規
制
強
化

が
国
会
全
体
の
意
見

に
な
っ
た
の
は
す
ば

ら
し
い
こ
と
だ
。
日

本
共
産
党
は
、
一
貫

し
て
規
制
緩
和
は
間

違
い
だ
と
言
い
続
け

て
き
た
。
今
国
会
で

も
、
他
党
と
も
話
し

合
い
、
野
党
共
同
で

法
案
を
提
出
し
、
政

府
案
の
修
正
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し

た
。
筋
を
貫
き
、
具

体
的
な
前
進
を
勝
ち

取
っ
た
共
産
党
に
今

後
も
期
待
」
と
語
り

ま
す
（
「
し
ん
ぶ
ん

赤
旗
」
七
月
三
十
一

日
付
）
。

　日本共産党は昨年９月、　タク

シー政策の改定の「提言と要求｣を
まとめ、こくた恵二前衆院議員、塩
川てつや前衆院議員（右写真）らは、
国土交通省に申し入れ。
　「提言と要求」では、規制緩和政
策の誤りを受け止め、道路運送法の
改正を含めた抜本的見直しで、国民
の命・安全、運転者の暮らしを守る
タクシー行政に転換するよう強く求
め、規制緩和政策と決別し、タクシー
の公共交通機関としての役割を重視
した見直しを行うべきと要求。
　応対した国交省の本田勝自動車交
通局長は、党の申し入れを真摯に受

け止めたいと述べました。 
　

規制強化の実効的な実施へ

　規制強化法が実効的に機能するか
どうかはこれからが大切。
　日本共産党は、法の成立を第一歩
とし、①タクシーの輸送の安全・安
心の確保のため、供給過剰の解消・
防止、②過度な運賃競争を解消し、
適正な運賃制度の確立、③運転手の
賃金・労働条件の改善など（「党の
提言と要求」）をすすめるために力
をつくします。

タクシーの役割重視・運転手の労働条件の改善へ

こ
れ
ま
で

規
制
緩
和
は
誤
り
と
主
張

塩
川
前
議
員(

写
真
右)

ら
国
交
省
に
申
し
入
れ

（
〇
八
年
九
月
二
十
六
日
）

－これからも日本共産党は全力－




